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付 則      

 (改 訂 履 歴 ）     

訂 番  年 ・月 ・日  頁    承  認  

0１  
0 2 . 0 4 . 0 1 

 
－  

新 規 作 成  

 
  

0 2  
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運 営 体 制 及  び 協  会 組  織 変 更  

 
  

0 3  0 6 . 0 7 . 0 7  
協 会 組 織 変 更  

 
  

0 4  0 8 . 0 5 . 3 1  委 員 会 名 称 変 更    
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エ コ リ ー フ 苦 情 ・ 紛 争 処 理 規 程  

(目 的 )  

第 １ 条  本 規 程 は 、 エ コ リ ー フ プ ロ グ ラ ム （ 以 下 、 「 本 プ ロ グ ラ ム 」 と い

う ） の 活 動 に 対 し て の 苦 情 が 持 ち 込 ま れ た 場 合 、 あ る い は 紛 争 が 生 じ た

場 合 の 処 理 手 順 を 定 め る 。  

 

(苦 情 へ の 対 処 )   

第 ２ 条  エ コ デ ザ イ ン 事 業 室 (以 下 、 「 当 室 」 と い う ） 責 任 者 は 、 具 体 的 指 摘

事 項 を 書 面 に よ り 申 し 立 て ら れ た 苦 情 を 、 当 室 で 対 処 す べ き 事 務 手 続 き

に 係 わ る 軽 微 な 事 項 お よ び 料 金 に 係 わ る 事 項 と 、 評 価 レ ビ ュ ー パ ネ ル 、

原 単 位 レ ビ ュ ー パ ネ ル の い ず れ か で 審 議 す べ き 本 プ ロ グ ラ ム の 基 本 に 係

わ る 事 項 に 分 類 す る 。  

  ２ ． 前 項 で 分 類 さ れ た 各 苦 情 は 、 J E M A I 環 境 ラ ベ ル プ ロ グ ラ ム （ エ コ リ

ー フ /カ ー ボ ン フ ッ ト プ リ ン ト コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン  プ ロ グ ラ ム ）  基 本 文

書 1 0 . 2 項 に 従 っ て 対 処 さ れ る 。  

  ３ ． 苦 情 申 し 立 て 者 と エ コ リ ー フ 環 境 ラ ベ ル （ 以 下 、 「 本 ラ ベ ル 」 と い

う ） 登 録 者 の 直 接 交 渉 は 認 め ら れ な い 。 本 ラ ベ ル 登 録 者 に 対 し て 苦 情 が

な さ れ た 場 合 は 、 同 登 録 者 は 苦 情 に 関 わ る 情 報 を 遅 滞 な く 当 室 に 通 知 し 、

当 室 が 本 規 程 に 基 づ き 対 処 す る 。  

  ４ ． 公 開 さ れ る エ コ リ ー フ 環 境 ラ ベ ル 登 録 者 が 正 当 な 事 由 な く 苦 情 へ の

見 解 表 明 を 拒 ん だ 場 合 は 、 苦 情 を 認 め 、 ラ ベ ル 登 録 取 り 消 し 等 の 措 置 を

講 ず る 場 合 が あ る 。  

５ ． 当 室 は 、 苦 情 申 し 立 て 書 受 領 日 か ら 起 算 し て 、 遅 く と も 6 0 日 以 内 に

申 し 立 て 者 に 、 対 処 結 果 を 苦 情 ・ 紛 争 回 答 書  (苦 情 ・ 紛 争 様 式 １ )  に よ

り 回 答 す る も の と す る 。  

  

(紛 争 へ の 移 行 )   

第 ３ 条  苦 情 申 し 立 て 者 お よ び ／ ま た は ラ ベ ル 公 開 登 録 者 が 前 条 の 回 答 に 同

意 し な い 場 合 は 紛 争 処 理 に 移 行 す る 。  

 

(紛 争 へ の 対 処 )   

第 ４ 条  当 室 責 任 者 は 、 前 条 の 紛 争 が 生 じ た 場 合 は 、 評 価 レ ビ ュ ー パ ネ ル 、

原 単 位 レ ビ ュ ー パ ネ ル の い ず れ の 委 員 会 に 諮 る べ き か を 、 紛 争 内 容 に 応

じ て 決 定 す る 。  

２ ． 前 項 に よ り 紛 争 案 件 を 諮 ら れ た 委 員 会 は 、 基 本 文 書 1 0 . 2 項 ③ の 規 程

に 基 づ い て 、 紛 争 処 理 パ ネ ル を 設 置 す る こ と が で き る 。  

３ ． 前 項 の 紛 争 処 理 パ ネ ル に は 、 本 プ ロ グ ラ ム に 関 与 し な い 第 三 者 を 加

え る こ と が で き る 。  
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  ２ ． 当 室 は 、 紛 争 持 ち 込 み 日 か ら 起 算 し て 、 遅 く と も 6 0 日 以 内 に 申 し 立

て 者 に 、 対 処 結 果 を 苦 情 ・ 紛 争 回 答 書  (苦 情 ・ 紛 争 様 式 １ )  に よ り 回 答

す る も の と す る 。  

 

 (紛 争 後 処 理 )   

第 ５ 条  紛 争 処 理 の 結 果 、 是 正 や 改 善 等 の 措 置 が 必 要 と な る 場 合 に は 、 該 当

す る エ コ リ ー フ プ ロ グ ラ ム 関 係 者 は 遅 滞 な く 対 処 し な け れ ば な ら な い 。  

２ ． 紛 争 処 理 結 果 に 基 づ い て 公 開 ラ ベ ル の 修 正 ま た は 登 録 取 り 消 し を 行

う 場 合 に は 、 エ コ リ ー フ 環 境 ラ ベ ル 登 録 公 開 規 程 に 基 づ い て 実 施 す る 。  

 

付 則 （ 改 訂 履 歴 ）  

本 規 程 は 、 平 成 1 8 年 7 月 7 日 か ら 施 行 す る 。  

本 規 程 は 、 平 成 2 0 年 5 月 3 1 日 か ら 施 行 す る 。  
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苦 情 ・ 紛 争 様 式 １ (F - 3 2 - 0 2 )  苦 情 ・ 紛 争 回 答 書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 年 月 日

( )

社団法人産業環境管理協会エコリーフ事業センター

印

苦情 紛争

苦情・紛争開始日 20 年 月 日

苦情・紛争概要

別紙 有 無
　

苦情・紛争対処部
門名(委員会名等)

(苦情・紛争企業(者)名)

苦情・紛争対処結果

区分(○印)

苦情・紛争
当事者名

文書管理番号(対応規程番号)：F-32-02 (R-10-02)

エコリーフ環境ラベル　苦情・紛争回答書

　貴社(貴殿)より申立のありましたエコリーフ環境ラベルプログラムの活動に対する
苦情・紛争に関しまして、ガイドラインおよび規程に従い、以下のとおり対処しまし
たので、回答いたします。本回答に対してご異議あるいはご質問のある場合は、本回
答書受領から14日以内に、書面でお願いいたします。

(担当者)殿経由(代表者)殿

室  
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